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令和６年度小さな拠点・地域運営組織形成支援業務委託 仕様書（案） 

 

１ 目的                                    

  本仕様書は、福島県（以下「委託者」という。）が委託する「令和６年度小さな拠

点・地域運営組織形成支援業務（以下「本業務」という。）を受託した者（以下「受託

者」という。）が業務を円滑、かつ、効果的に行うために遵守しなければならない事

項を定めたものである。 

 

２ 事業実施の趣旨                               

  小さな拠点※１（集落ネットワーク圏）・地域運営組織※２の形成を支援する各種説明

会や研修会の開催など、項番３に掲げる内容を通じて、地域住民が主体となった持続

的な地域運営の実現を図る。 

 
※１：小さな拠点 

小学校区など、複数の集落が散在する地域において、商店、診療所等の日常生活に不可欠な施

設・機能や地域活動を行う場を、歩いて動ける範囲に集め、さらに周辺の各集落との間をコミュ

ニティバスなどの個通手段により結んだ地域の拠点。 

【出典】国土交通省「集落地域の大きな安心と希望をつなぐ『小さな拠点』づくりガイドブック」 

  ※２：地域運営組織 

地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な

関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取組

を持続的に実践する組織。 

【出典】総務省ホームページ https://www.soumu.go.jp/index.html 

（総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地域力の創造・地方の再生 > 地域運営組織） 

 

３ 委託業務の内容                                

（１）小さな拠点づくり出前講座開催事業 

   市町村が行っている地元自治会等との意見交換会などの場などを活用し、小さな

拠点・地域運営組織の制度概要や取組のメリットの説明、県内事例を紹介する出前

講座を開催する。 

   

  ■回  数：３回（３市町村、浜通り・中通り・会津 各１自治体を想定） 

  ■委託内容：・市町村及び地域住民との内容調整（市町村・地域の選定は県と協議

の上、決定する） 

        ・会場の選定・確保（使用料は委託内容に含めない） 

        ・制度概要の説明若しくは説明が可能な有識者等の手配・調整 

・出前講座における事例紹介若しくは事例紹介者の手配・調整 

        ・有識者及び事例紹介者等への謝金・旅費の支払い 

        ・事業管理、報告書作成 

        ・その他、事業の実施に際して必要な業務 
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■備  考：・事例の紹介に当たっては、参加者が課題や取組を身近に感じられる

ような事例を選定すること。 

      ・１回当たりの所要時間は最長９０分程度を想定しているが、市町村

等との調整により柔軟に対応すること。 

      ・１回当たりの参加人数は１５名程度を想定しているが、市町村等と

の調整により柔軟に対応すること。 

   

（２）地域づくり人材スキルアップ支援事業 

   市町村職員や集落支援員などを対象に、小さな拠点・地域運営組織の取組につい

て理解を深めるとともに、地域住民の主体性を喚起し、合意形成を行いながら取組

を推進していくためのファシリテーションスキルやグラフィックレコーディング

の手法を学ぶ研修会を開催する。 

 

  ■対  象：県出先機関等職員、市町村職員、集落支援員、地域おこし協力隊など 

  ■回  数：全５回以上（２～３時間／回程度）の連続講座 

  ■定  員：１５名程度 

  ■開催方法：対面開催（県内公民館等を想定） 

  ■開催内容：以下の①～④のうち、２項目以上を選定し、企画内容を提案すること。 

①ファシリテーションスキルを学ぶワークショップ 

        ②グラフィックレコーディングの手法を学ぶワークショップ 

        ③有識者の講演や先進事例の紹介等の座学講座 

        ④その他、地域住民の主体性喚起、話合いの場の調整に資する企画 

  ■委託内容：・研修会の企画・準備・広報・運営 

・会場の選定・確保（使用料も委託内容に含む） 

        ・研修会用テキスト等の手配・作成 

        ・有識者及び事例紹介者等への謝金・旅費の支払い 

        ・研修会の録画及びアーカイブ配信（配信方法は県と別途調整） 

・事業管理、報告書作成 

        ・その他、事業の実施に際して必要な業務 

  ■備  考：・開催に当たっては、参加者間の“横のつながり”を醸成できるよう

なプログラムを提案すること。 

        ・参加者ができるだけ全ての回に参加できるような日程・時間帯を提

案すること。 

        ・参加者がやむを得ず欠席することになった場合でも、以降の回の参

加に支障が生じないようなプログラムを提案すること。 

        ・開催に当たっては、参加者にアンケートを実施するなど、事業内容・

効果の検証を行うこと。         
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（３）地域づくり実践者間の交流促進事業 

   地域運営組織の運営を行っている地域づくり団体や行政、中間支援組織などを対

象に、小さな拠点・地域運営組織に関する取組事例の発表と相互の情報交換を目的

とした交流会を開催する。   

 

  ■対  象：地域運営組織事務局、市町村職員、集落支援員、地域おこし協力隊、

中間支援組織、小さな拠点づくりに関心のある住民など 

  ■回  数：１回、２～３時間程度 

  ■定  員：５０名程度 

  ■開催方法：対面開催 

  ■開催内容：以下の①～⑤のうち、３項目以上を選定し、企画内容を提案すること。 

①県外有識者による基調講演 

        ②県内外取組事例の発表・紹介（３団体程度） 

        ③登壇者等によるトークセッション・意見交換 

        ④参加者によるテーマピッチ 

        ⑤その他、地域づくり実践者間の交流･ネットワーク構築に資する企画 

  ■委託内容：・交流会の企画・準備・広報・運営 

・会場の選定・確保（使用料も委託内容に含む） 

        ・有識者及び事例紹介者等への謝金・旅費の支払い 

        ・交流会の録画及びアーカイブ配信（配信方法は県と別途調整） 

・事業管理、報告書作成 

        ・その他、事業の実施に際して必要な業務 

■備  考：・開催に当たっては、参加者にアンケートを実施するなど、事業内容・

効果の検証を行うこと。 

 

（４）共通事項 

  ア 業務の実施体制・業務主任等 

（ア）受託者は、本業務を迅速かつ円滑に履行するための実施体制を整えること。 

（イ）受託者は、本委託業務における主たる責任者を定め、県担当者との緊密な連

絡と十分な打合せを実施するとともに、打合せ記録簿等を整備し、打合せや連

絡の内容を相互に確認するものとする。 

イ 業務の実施計画 

    受託者は、本業務を迅速かつ円滑に履行するための実施体制を整え、委託者と

十分に協議を行った上で、契約締結後２０日以内に下記事項を記した実施計画書

を作成し、委託者に提出しなければならない。 

  （ア）業務の名称 

  （イ）業務の場所 
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  （ウ）業務工程 

  （エ）業務内容及び方法 

  （オ）実施、連絡体制 

  （カ）打合せ計画 

  （キ）その他 

 

４ 委託料に含まれる経費                            

委託料には、本仕様書で対象外とした経費を除き、委託事業の実施に係る一切の費

用を含むものとする。 

   

５ 成果品の提出                                

受託者は、本業務の完了後、事業実施内容を取りまとめた事業実施報告書を作成し、

委託者の指定する日までに提出した上で、検査を受けなければならない。なお、デー

タは Microsoft Office（Word ／ Excel ／ PowerPointのいずれか）で作成し、印刷

時は日本工業規格Ａ４サイズとすること。 

（１）事業実施報告書（原稿／記録メディア） 各１部 

（２）「地域づくり人材スキルアップ支援事業」による研修会の映像データ 

（３）「地域づくり実践者間の交流促進事業」による交流会の映像データ 

（４）その他、委託者が必要と認める資料等 

 

６ その他の留意事項                              

（１）権利の帰属 

本業務による成果品に対する権利は、全て委託者に帰属するものとし、委託者の

承諾を得ずに、使用又は他人に公表してはならない。 

（２）関係者との調整 

受託者は、県や会場施設の担当者などの関係者と適宜打合せを実施し、調整を行

うものとする。 

（３）関係法令等の遵守 

業務遂行に当たっては、関係法令や会場施設の規定等を遵守するとともに、必要

な許認可や届出等の手続きを行うこと。 

（４）事業名称の標記 

本業務に係る制作物（チラシ、テキスト等）、成果品には「令和６年度 小さな拠

点・地域運営組織形成支援事業」で実施している旨を必ず標記すること。 

（５）書類等の保存 

   本業務に関する書類・領収書等は、契約締結後５年間保存すること。 

（６）秘密の保持 

   本業務により知り得た情報を業務中及び完了後も他に漏らし、又は自己の利益の
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ために使用してはならない。また、本業務終了後も同様とする。 

（７）疑義の解釈 

本仕様書に定めがない事項又は仕様について生じた疑義については、委託者及び

受託者双方で協議の上、決定するものとする。 

 


